
文京区
地域包括ケア
推進委員会
委員会の役割 ▶
高齢者等の介護や介護予防等について、地域の実情を反映させた包括的な地域ケアを効果的に推進す

るため、高齢者あんしん相談センターの運営、高齢者・介護保険事業計画の進行管理、次期計画の策定に
向けた協議や検討を行います。

●会 議 ● 年５回程度（平日午後の開催予定）

別途設置する地域福祉推進協議会（年４回程度開催）の委員を兼務していただく場合があります。

地域福祉推進協議会では、地域福祉に関する計画、施策、課題について検討協議を行います。

地域福祉推進協議会に応募し委員になった場合は、地域包括ケア推進委員会の委員にはなれません。

●謝 礼● １回出席につき2,000円（源泉徴収税額を含む。）

●応募資格● 満40歳以上の区民の方で、介護保険の第１号被保険者・第２
号被保険者・介護保険サービス利用者のいずれかに該当する方

☞ただし、次の方を除きます。

文京区職員、文京区議会議員、応募の時点で２つ以上の文京区の審議会等※の委員である方。

※審議会等：区の附属機関その他区政に関する審議等を行う合議制機関として設置されている会議体のこと。

●応募方法● 申込書に必要事項をご記入の上、直接または郵送により下記へ
ご提出ください。

●選考方法● 申込書・面接(２月上～中旬・平日昼間実施予定。＊別途、通知します。)により選考

●応募〆切● 令和6年1月26日（金） 必着

募集人数 ５名

任 期 令和6年4月1日から２年間

問合せ・応募先 ▶ 高齢福祉課 地域包括ケア推進係 ☎03（5803）1843
〒112-8555 文京区春日１－１６－２１ 文京シビックセンター９階 平日8:30～17:15


